
:
・
一
九
九
六
年

会と

通

法

交
通
法
学
会
(
海
上
交
通
・
航
空
交
通
は
除

く
)
に
お
い
て
、
今
年
度
も
多
く
の
労
作
が
公

に
さ
れ
た
。
順
次
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

日
本
交
通
法
学
会

第
二
七
固
定
期
総
会
は
、
平
成
八
年
五
月
二

五
日
、
弁
護
士
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。
個
別
報

告
と
し
て
、
稲
垣
喬
「
交
通
事
故
と
医
療
過
誤

の
競
合
」
、
市
原
刑
務
所
の
処
遇
等
に
つ
き
ス

ラ
イ
ド
を
使
つ
て
の
伊
藤
嘉
明
「
交
通
刑
務
所

の
現
状
と
展
望
」
が
行
わ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
重
度
後
遺
障
害
者
の

実
態
と
そ
の
救
済
」
の
テ
|
マ
の
下
、
堀
江
武

「
遷
延
性
植
物
状
態
に
つ
い
て
」
、
垂
水
正
大

「
自
動
車
事
故
に
よ
る
重
度
後
遺
障
害
者
の
生

活
実
態
」
、
藤
村
和
夫
「
自
動
車
事
故
に
よ
る

重
度
後
遺
障
害
被
害
者
に
対
す
る
法
的
救
済
の

現
状
L

、
桑
原
昌
宏
「
労
災
保
険
に
お
け
る
重

度
後
遺
障
害
被
害
者
に
対
す
る
法
的
救
済
L

の

四
報
告
が
な
さ
れ
た
。
重
度
後
遺
障
害
は
、
家

族
を
巻
き
込
ん
で
の
介
護
や
事
故
後
の
経
済
状

況
の
悪
化
、
将
来
の
不
安
等
、
死
亡
と
比
べ
て

も
そ
の
実
態
は
重
大
で
あ
り
、
被
害
者
と
そ
の

家
族
に
対
す
る
社
会
的
か
つ
法
的
支
援
が
よ
り

一
一
層
望
ま
れ
る
。

当
学
会
に
は
、
人
身
賠
償
補
償
研
究
会
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
平
成
七
年
一
一
月
一
七
日
、

最
判
平
七
・
五
・
三

O
(民
集
四
九
・
五
・
一

四
O
六
〉
を
評
釈
す
る
杉
田
雅
彦
「
搭
乗
者
傷

害
保
険
条
項
に
い
う
『
正
規
の
乗
車
用
構
造
装

置
の
あ
る
場
所
』
の
意
義
」
(
判
タ
八
九
六
)

が
報
告
さ
れ
た
。
な
お
同
判
決
の
評
釈
に
は
、

山
野
嘉
朗
・
判
タ
八
九
六
も
あ
る
。
同
二
一
月

一
五
日
、
東
京
地
裁
判
事
ら
に
よ
る
南
敏
文

「
平
成
七
年
の
民
事
二
七
部
の
交
通
事
件
判
例

の
動
向
」
、
竹
内
純
一
「
労
災
保
険
金
等
の
損

岡
本

友
子

害
填
補
性
に
つ
い
て
」
、
渡
遜
和
義
「
損
害
賠

償
額
か
ら
の
遺
族
年
金
の
控
除
L

の
各
報
告
が

あ
っ
た
(
判
タ
九

O
四
)
。
こ
れ
と
関
連
し
、

南
敏
文
「
東
京
地
裁
交
通
部
に
お
け
る
訴
訟
の

傾
向
」
(
後
掲
可
新
た
な
動
向
L

所
収
〉
も
あ

る。
平
成
八
年
六
月
一
一
一
日
、
塩
原
真
理
子
「
原

因
競
合
(
被
害
者
の
素
因
の
場
合
)
と
寄
与

度
」
、
同
七
月
二
六
日
、
山
下
典
孝
「
P
A
P

免
責
条
項
に
い
う
配
偶
者
」
、
九
月
二
七
日
に
、

最
判
平
八
・
四
・
二
五
(
白
保
新
聞
一
五

O

一
〉
の
評
釈
と
し
て
阿
部
満
「
交
通
事
故
受
傷

者
が
貝
採
中
に
水
死
し
た
場
合
の
受
傷
逸
失
利

益
は
、
死
亡
時
ま
で
に
限
ら
れ
な
い
と
し
た
事

例
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
さ
れ
た
。

当
学
会
に
は
関
西
支
部
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
平
成
七
年
一
一
月
一
一
目
、
大
阪
地
裁
判

事
に
よ
る
島
川
勝

J
最
近
の
交
通
事
故
訴
訟
の

実
務
上
の
問
題
点
」
、
お
よ
び
高
森
八
四
郎

「
示
談
と
損
害
賠
償
」
の
各
報
告
が
あ
っ
た
。

な
お
、
前
者
に
関
連
し
、
林
泰
民
ほ
か
寸
大
阪

地
裁
民
事
交
通
部
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
判
決

の
実
情
(
平
成
五
年
度
)
」
(
判
タ
八
九
五
)
も

あ
る
。
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日
本
賠
償
医
学
会

平
成
七
年
二
一
月
二
日
に
、
第
二
七
回
研
究

会
が
開
催
さ
れ
た
。
第
一
部
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
大
型
災
害
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、

若
杉
長
英
「
災
害
と
傷
害
・
死
因
と
の
因
果
関

係
立
証
に
関
す
る
法
医
学
的
諸
問
題
L

、
小
田

晋
「
災
害
の
人
間
学
的
構
造
ー
ー
そ
の
精
神
的

病
理
と
精
神
保
健
L

、
山
野
嘉
問
寸
テ
ロ
・
犯

罪
行
為
、
自
然
災
害
被
害
者
の
補
償
に
関
す
る

問
題
L

、
稲
継
次
郎
「
大
震
災
で
の
現
場
実
態

と
課
題
L

、
山
地
利
治
「
近
年
に
お
け
る
自
然

災
害
と
損
害
保
険
の
役
割
L

の
各
報
告
が
行
わ

れ
た
。
第
二
部
で
は
、
倉
田
卓
次
寸
交
通
損
害

賠
償
戦
後
五

O
年
の
歩
み
し
が
講
演
さ
れ
た
。

平
成
八
年
六
月
八
日
の
第
二
八
回
研
究
会
で

は
、
第
一
部
は
、
古
笛
恵
子
寸
交
通
事
故
訴
訟

に
お
け
る
心
因
性
反
応
の
評
価
L

、
十
束
支
閉

「
外
傷
後
神
経
症
に
つ
い
て
L

、
国
分
正
一
「
む

ち
う
ち
損
傷
を
め
ぐ
る
整
形
外
科
的
諸
問
題
」
、

執
行
秀
幸
「
過
失
相
殺
の
新
潮
流
」
の
四
報
告

が
な
さ
れ
た
。
第
二
部
で
は
未
熟
児
網
膜
症
と



賠
償
医
学
に
つ
い
て
、
早
坂
清
寸
未
熟
児
網
膜

症
に
係
わ
る
医
学
的
諸
問
題
」
、
平
沼
高
明

寸
賠
償
医
学
と
医
療
水
準
L

の
各
報
告
が
あ
っ

た。

単
行
本

ま
ず
、
交
通
事
故
民
事
裁
判
例
集
創
刊
二
五

周
年
記
念
論
文
集
守
交
通
事
故
賠
償
の
新
た
な

動
向
L

(

ぎ
ょ
う
せ
い
〉
が
刊
行
さ
れ
た
(
以

下
『
新
た
な
動
向
』
と
す
る
)
。
こ
れ
は
、
二

七
の
重
要
テ
l
マ
に
関
す
る
論
説
編
と
、
責
任

論
・
損
害
論
・
示
談
・
相
殺
・
消
滅
時
効
・
保

険
に
関
す
る
裁
判
実
務
の
傾
向
を
ま
と
め
た
解

説
編
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
個
別
的

に
紹
介
し
た
い
。
貞
家
最
高
裁
判
事
退
官
記
念

論
文
集
『
民
事
法
と
裁
判
凶
』
(
き
ん
ざ
い
て

守
屋
克
彦
ほ
か
編
『
実
務
か
ら
の
法
律
学
L

(
勤
草
書
房
)
に
も
交
通
法
関
係
の
論
文
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
東
京
三
弁
護
士
会
交
通
事
故
処
理
委

員
会
慰
謝
料
部
会
編
可
交
通
事
故
慰
謝
料
算
定

論
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
)
は
、
総
論
と
各
論
に
分

か
れ
、
従
来
の
慰
謝
料
に
関
す
る
考
え
方
を
検

証
し
新
し
い
考
え
方
を
模
索
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
九
四
年
度
の
本
欄
で
「
格
好
の
入

門
書
」
と
し
て
紹
介
し
た
加
茂
隆
康
司
交
通
事

故
賠
償
』
(
中
公
新
書
)
の
増
補
改
訂
版
が
だ

さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
石
原
治
『
不
法
行
為
改
革
L

(

勤

草
書
一
房
〉
は
、
日
米
の
不
法
行
為
改
革
の
議
論

を
包
括
的
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
り
、
興
味
深

B
V
 保

険
法
の
分
野
で
は
、
九
つ
の
論
稿
を
収
め

た
坂
口
光
男
『
保
険
契
約
法
の
基
本
問
題
L

(
文
員
堂
〉
が
刊
行
さ
れ
た
。

四

論
文
等

責
任
論

運
行
供
用
者
責
任
に
関
し
、
宮
原
守
男
寸
運

行
供
用
者
責
任
の
新
展
開
L

、
所
有
者
の
許
諾

に
基
づ
く
一
時
的
使
用
で
は
共
有
的
な
考
え
方

に
よ
る
と
割
合
的
な
運
行
供
用
者
性
を
認
め
や

す
い
と
す
る
伊
藤
高
義
寸
共
同
運
行
供
用
者
の

他
人
性
L

、
駐
車
車
両
に
起
因
す
る
事
故
に
つ

き
車
庫
出
入
説
を
主
張
す
る
土
田
哲
也
「
違
法

駐
車
に
起
因
す
る
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
問

題
」
(
以
上
『
新
た
な
動
向
』
所
収
)
、
佐
藤
昌

利
寸
自
賠
法
三
条
の
『
運
行
に
よ
っ
て
L

に
関

す
る
判
例
の
研
究
」
(
『
実
務
か
ら
の
法
律
学
』

所
収
〉
が
あ
る
。
共
同
不
法
行
為
に
関
し
、
淡

路
剛
久
「
交
通
事
故
と
共
同
不
法
行
為
」
、
河

原
格
「
交
通
事
故
と
医
療
過
誤
と
の
競
合
」

(
以
上
司
新
た
な
動
向
』
所
収
)
、
稲
葉
威
雄

「
共
同
不
法
行
為
l
自
動
車
事
故
を
中
心
と
し

て
L

(

『
民
事
法
と
裁
判
旧
ι
所
収
)
が
あ
る
。
、

ま
た
、
野
村
好
弘
「
因
果
関
係
の
確
率
的
、

割
合
的
認
定
」
は
、
割
合
的
因
果
関
係
論
の
発

展
の
動
向
を
紹
介
し
、
小
賀
野
日
間
一
司
あ
る

が
ま
ま
判
決
L

の
批
判
的
検
討
」
は
、
寄
与
度

論
を
否
定
す
る
判
決
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
(
以
上
『
新
た
な
動
向
』
所
収
)
。

こ
れ
と
関
連
し
、
心
因
性
要
因
を
創
的
し
適
正

な
賠
償
額
を
確
定
す
べ
き
と
す
る
西
村
孝
一

「
損
害
賠
償
と
む
ち
打
ち
損
傷
」
、
最
判
平
成

五
・
九
・
九
(
判
時
一
四
七
七
)
を
契
機
と
す

る
高
崎
尚
志
「
被
害
者
の
自
殺
」
(
以
上
『
新

た
な
動
向
L

所
収
)
、
佐
々
木
洋
一
「
交
通
事

故
に
お
け
る
被
害
者
の
素
因
と
損
害
賠
償
」

令
実
務
か
ら
の
法
律
学
L

所
収
)
、
北
河
隆
之

「
後
発
的
事
由
に
よ
る
被
害
者
の
死
亡
と
逸
失

利
益
の
算
定
」
(
損
保
五
八
・
二
)
が
あ
る
。

そ
の
他
、
都
築
弘
「
道
路
管
理
の
暇
疲
に
よ

る
事
故
責
任
」
、
升
田
純
「
自
動
車
事
故
に
よ

る
賠
償
と
製
造
物
責
任
」
(
以
上
司
新
た
な
動

向
』
所
収
)
、
野
村
泰
弘
「
自
転
車
事
故
し
(
徳

山
四
五
)
も
あ
る
。

損
害
論

今
年
度
の
日
本
交
通
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
l
マ
と
も
関
連
す
る
が
、
後
遺
障
害
に

つ
い
て
、
定
期
金
方
式
の
合
理
性
を
主
張
し
試

案
を
提
示
す
る
藤
村
和
夫
「
重
度
障
害
者
と
植

物
状
態
・
定
期
金
賠
償
」
、
実
務
の
傾
向
と
判

2 

断
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
福
永
政
彦
「
後
遺

障
害
と
逸
失
利
益
」
、
自
賠
責
保
険
の
後
遺
障

害
等
級
表
自
体
お
よ
び
運
用
上
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
羽
成
守
「
後
遺
障
害
の
等
級
表
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
(
以
上
司
新
た
な
動
向
』
所
収
)

が
あ
る
。

逸
失
利
益
の
男
女
格
差
問
題
に
つ
き
、
人
間

の
生
命
評
価
の
観
点
か
ら
従
来
の
損
害
評
価
方

法
を
再
検
討
し
新
た
な
解
決
の
方
向
を
示
唆
す

る
岡
本
友
子
「
男
女
格
差
の
問
題
」
令
新
た
な

動
向
L

所
収
〉
や
、
佐
川
一
房
子
「
交
通
事
故
損

害
賠
償
に
お
け
る
逸
失
利
益
の
男
女
間
格
差
の

是
正
に
つ
い
て
」
令
実
務
か
ら
の
法
律
学
L

所

収
)
が
あ
る
。
ま
た
、
内
外
人
格
差
の
問
題
に

つ
き
、
一
八

t
一
九
歳
平
均
賃
金
を
基
礎
と
す

べ
き
旨
提
案
す
る
佐
々
木
一
彦
「
外
国
人
労
働

者
の
逸
失
利
益
」
令
新
た
な
動
向
』
所
収
)
、

宮
川
博
史
「
外
国
人
の
逸
失
利
益
」
〔
判
タ
九

二
ハ
〉
、
障
害
児
の
逸
失
利
益
に
関
し
、
石
川

恵
美
子
「
逸
失
利
益
」
(
法
教
一
八
六
)
、
判
例

評
釈
の
若
林
三
奈
「
『
障
害
』
を
も
っ
子
ど
も

の
死
亡
に
よ
る
損
害
」
(
法
時
六
八
・
四
)
が

あ
る
。さ

ら
に
、
堺
充
虞
「
逸
失
利
益
の
現
価
算
定

の
基
準
時
に
つ
い
て
し
(
判
時
一
五
六
六
〉
、
塩

崎
勤
「
年
金
の
逸
失
利
益
性

L
q新
た
な
動

向
L

所
収
)
、
南
敏
文
「
不
法
行
為
と
年
金
給

付
」
(
『
民
事
法
と
裁
判
凶
』
所
収
〉
が
あ
る
。

ま
た
、
前
田
陽
一
「
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

95一一交通法



賠
償
請
求
権
の
『
帰
属
上
L

守
行
使
上
L

の一

身
専
属
性
の
再
検
討
」
(
立
教
四
四
)
は
、
損

害
賠
償
請
求
権
の
類
型
ご
と
に
請
求
権
の
性
質

に
照
ら
し
、
相
続
・
譲
渡
・
債
権
者
代
位
権
の

成
否
に
つ
き
検
討
す
べ
き
旨
主
張
す
る
。

大
嶋
芳
樹
「
慰
謝
料
算
定
基
準
を
め
ぐ
る
諸

問
題
」
(
『
新
た
な
動
向
』
所
収
)
は
、
各
種
の

慰
謝
料
算
定
基
準
の
綿
密
な
比
較
検
討
を
行

・つ。
賠
償
額
の
調
整
に
関
し
、
北
河
隆
之
「
損
益

相
殺
・
重
複
填
補
」
、
高
野
真
人
「
複
数
加
害

車
両
関
与
型
事
故
に
お
け
る
過
失
相
殺
」
、
最

判
平
成
七
・
一
・
三

O
(民
集
四
九
・
一
・
二

一
一
〉
を
は
じ
め
裁
判
例
の
検
討
を
行
う
伊
藤

文
夫
「
搭
乗
者
傷
害
保
険
と
損
害
賠
償
額
L

(
以
上
司
新
た
な
動
向
』
所
収
〉
、
坂
口
光
男

「
搭
乗
者
傷
害
保
険
金
と
損
益
相
殺
」
(
法
論
六

七
・
四
H
五
H
六
)
、
渡
部
修
「
控
除
後
相
殺

説
を
選
択
す
る
旨
の
意
思
表
示
の
法
的
拘
束

性
」
(
『
実
務
か
ら
の
法
律
学
』
所
収
)
が
あ

る。

鑑
定
・
賠
償
医
学
・
制
度
設
計

江
守
一
郎
「
工
学
鑑
定
か
ら
見
た
交
通
事
故

の
諸
問
題
」
は
、
具
体
的
な
事
故
例
に
よ
り
交

通
事
故
の
再
現
手
法
を
説
明
し
興
味
深
い
。
ま

た
、
若
杉
長
英
「
賠
償
医
学
の
現
状
と
問
題

点
」
(
以
上
『
新
た
な
動
向
』
所
収
)
も
あ
る
。

中
山
竜
一
ヨ
保
険
社
会
』
に
お
け
る
不
法
行

3 

為
法
」
(
近
法
四
三
・
一
)
は
、
不
法
行
為
法

に
対
す
る
法
思
想
史
的
考
察
で
あ
る
。

保

険

こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
石
田
満
「
交
通
事

故
と
保
険
法
と
の
交
錯
L

、
尾
上
和
宣
「
故
意

免
責
L

(

以
上
『
新
た
な
動
向
』
所
収
)
、
藤
井

勲
「
自
動
車
保
険
に
つ
い
て
」
(
『
現
代
法
律
実

務
の
諸
問
題
』
平
成
六
年
版
日
弁
連
研
修
叢
書

所
収
〉
、
八
島
宏
平
「
自
動
車
責
任
保
険
に
お

け
る
担
保
危
険
の
範
囲
と
免
責
」
(
法
政
論
究

二
八
)
、
武
田
昌
之
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任

保
険
契
約
に
お
け
る
直
接
誇
求
権
の
構
造
的
分

析
L

(

損
保
五
七
・
四
)
、
今
井
薫
「
救
急
費
用

の
有
料
化
と
損
害
防
止
費
用
」
(
産
法
二
九
・

一
一
)
、
が
あ
る
。

4 

外
国
法

山
口
成
樹
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
稼
働
能
力

喪
失
概
念
L

令
新
た
な
動
向
L

所
収
〉
は
、
日

英
比
較
を
行
う
。
山
野
嘉
閉
「
フ
ラ
ン
ス
交
通

事
故
法
の
運
用
実
態
に
関
す
る
一
考
察
L

(

愛

学
三
七
・
三
日
四
)
は
、
倉
田
卓
次
弁
護
士
の

疑
問
に
対
し
回
答
す
る
。
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
車
両
単
独
事
故
と
人
身
損
害
の
補
償
」

(
愛
学
三
八
・
一

H
一
一
)
は
、
車
両
単
独
事
故

を
惹
起
し
た
運
転
者
が
被
害
者
で
あ
る
場
合
、

同
乗
者
で
あ
る
所
有
者
に
対
し
交
通
事
故
法
上

賠
償
請
求
を
な
し
う
る
と
す
る
判
例
の
評
釈
で

5 

あ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ン
・
ケ
ッ
ツ
/
藤
岡
康
宏

訳
「
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
法
改
正
の
当
面
す
る
諸

問
題
」
(
早
比
三

0
・
一
)
も
あ
る
。

6

そ
の
他

小
川
新
二
「
道
路
交
通
法
、
自
動
車
の
保
管

場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
つ
い

て
L

(

研
修
五
六
六
)
は
、
改
正
の
概
要
を
紹

介
す
る
。
小
管
孝
嗣
「
駐
車
対
策
の
現
状
と
課

題
」
(
警
論
四
九
・
一
)
は
、
違
法
駐
車
の
問

題
に
つ
き
、
駐
車
需
要
軽
減
策
・
駐
車
容
量
拡

大
策
・
駐
車
モ
ラ
ル
向
上
策
の
総
合
的
な
推
進

を
説
く
。
ま
た
、
恒
光
徹
H
入
江
祥
子
寸
軽
微

な
道
路
交
通
法
違
反
処
理
の
再
構
成

ωω
完
L

(
同
法
四
五
・
二
三
〉
は
、
わ
が
国
の
目
指

す
べ
き
軽
微
な
道
路
交
通
法
違
反
処
理
手
続
き

を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
金
丸
和
行
「
最
近
の

自
転
車
事
故
の
状
況
と
事
故
防
止
対
策
に
つ
い

て
伺
」
(
警
論
四
八
・
一

O
)、
曽
田
英
夫
「
鉄

道
事
故
に
関
す
る
一
考
察
L

(

損
保
五
八
・
二
)

も
あ
る
。

最
後
に
、
隅
元
昭
H
硲
武
史
「
第
5
章

交

通
事
故
判
例
を
用
い
た
法
情
報
処
理
の
一
方

式
」
(
『
法
学
教
育
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

利
用
L

関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
日
所

収
)
は
、
法
的
推
論
部
に
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
適
用
し
構
築
し
た
交
通
事
故
裁
定
予
測

シ
ス
テ
ム
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
お
か
も
と
・
と
も
こ
広
島
大
学
助
教
授
〉
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